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 Ｕ１８バスケットボールリーグ２０２０ 新潟県リーグ 

大 会 実 施 要 項 

      

1. 趣  旨 公益財団法人日本バスケットボール協会（以下、JBA）の方針に則り、Ｕ１８年

代の選手に対し、長期にわたるランク分けされたリーグ戦を通して、より一層の

技術の向上と健全な心身の育成を図ることを目的とし、Ｕ１８加盟チームの全て

が参加できる大会として本大会を実施する。 

 

2. 名  称 Ｕ１８バスケットボールリーグ２０２０ 新潟県リーグ（以下Ｎｂリーグ） 

 

3. 主  催 一般財団法人新潟県バスケットボール協会（以下、ＮＢＢＡ） 

 

4. 共  催 新潟市バスケットボール協会、長岡市バスケットボール協会、 

上越市バスケットボール協会、三条バスケットボール協会、 

柏崎バスケットボール協会、新発田市バスケットボール協会、 

小千谷市バスケットボール協会、十日町市バスケットボール協会、 

燕市バスケットボール協会、糸魚川市バスケットボール協会、 

妙高市バスケットボール協会、五泉市バスケットボール協会、 

佐渡バスケットボール協会、魚沼市バスケットボール協会、 

南魚沼市バスケットボール協会、阿賀野市バスケットボール協会 

以上、ＮＢＢＡ加盟団体 

 

5. 主  管 ＮＢＢＡ Ｕ１８部会 

 

 

6. 後  援 公益財団法人新潟県スポーツ協会（予定） 

 

7. 協  賛 株式会社 モルテン（予定）・株式会社 ミカサ（予定） 

 

8. 期  間 <リ ー グ 戦> ９月第２週（土・日）～１０月第４週（土・日） 

<ＰＯ ・ 入れ替え戦> 年度内で調整 

  

 

9. 会  場 参加チームの体育館及び公共施設 
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10. 参加資格 (1) ＮＢＢＡを経てＪＢＡ Ｕ１８カテゴリーに加盟が認められたチームである

こと。（１８歳未満の選手により構成されるバスケットボールチームまたは

高等学校もしくは高等専門学校等の課外活動としてのバスケットボール部） 

(2) ＮＢＢＡを経てＪＢＡ Ｕ１８カテゴリーに登録された競技者であること。 

(3) 同一の加盟チームから複数のチームが参加できることとする。（最大２チー

ム）ただし、同一リーグに複数同一チームが入らないこととし、昇格または

降格した場合でも同一リーグに入らないこととする。 

(4) １チームの大会登録は、スタッフ４名以内（コーチ、アシスタントコーチ、

チーム責任者、マネージャー、トレーナー、ドクター等）と参加加盟チーム

に登録しているすべての選手とする。ただし、同一の加盟チームから複数の

チームが参加する場合は、重複して選手を登録することはできない。 

(5) 外国人留学生の登録数については制限を設けない。 

(6) 加盟登録した選手が５人に満たないチームは、ＮＢＢＡ Ｕ１８部会の承認

を得て合同チームでの参加を認める。また、全日制・定通信制課程及びクラ

ブチームの場合も同様である。 

(7) 全国高体連加盟チームの競技者は平成 15(2003)年 4 月 2日以降に生まれた１

学年及び２学年とする。ただし、同一学年のＮｂリーグへの出場は 1回限り

とする。なお、「出場」とは大会エントリーではなく試合出場を指す（全国

高体連主催大会に準ずる）。 

(8) なお、登録した選手が日本代表に招集された場合は、その選手に代わり新た

な選手の追加登録を認める。 

 

11. 帯同審判 

 

各チームは大会運営を円滑に進めるため、１名以上の審判員を必ず帯同するこ

と。 

 

12. 登録変更 (1) 追加登録及び複数チームにおけるＮｂリーグ間での選手の移動を以下の期間

とする。 

①  9 月 23 日(水)～  9 月 29 日(火) 

②  10 月 12 日(月)～  10 月 16 日(金) 

 

(2) いずれの期間も最終日の 18 時までに登録変更届を関係するリーグの全ての

チームの責任者にメールで送ること。 

 

13. コーチ証 ＪＢＡコーチライセンスを有するコーチは、ベンチで試合の指揮を執る際にライ

センスカードをネックストラップに入れて着用する。 

14. 選 手 証 各チームの登録選手は原則としてＪＢＡの選手証を持参しなければならない。 
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15. リーグ構成 (1) 2020 年度のリーグ構成は下記の４地区で行う地区リーグとする。 

① 新潟地区 

② 上越佐渡地区 

③ 中越地区 

④ 下越地区 

(2) その他リーグ規則によって定める。 

16. 競技方法 (1) リーグ戦を行う。順位決定についてはＪＢＡのリーグ戦順位決定方法によ

る。ただし、試合は全てハーフゲームにて行う。 

(2) 各リーグ内で１回戦総当たりにより順位を決定する。 

(3) 同一リーグ内で並列に２グループある場合は、各グループでプレーオフ 

（ＰＯ）を行い、順位を決定する。 

17. 競技規則 (1) ＪＢＡ競技規則による。 

(2) 試合ごとにベンチに入ることのできるスタッフは４名以内、選手のエントリ

ー数は登録した選手から１５名以内とする。 

(3) 試合ごとの外国人留学生のエントリー数は、選手１５名のうち２名を上限と

し、コート上で同時にプレイできる外国人留学生は１名とする。 

(4) 試合開始時刻の１時間前までにメンバー表を本部に提出する。 

18. 参加申込 (1) 参加申込みは「参加申込書」の送信と参加料の振込を期限内に行うこと。 

(2) (一財)新潟県バスケットボール協会のＨＰから「参加申込書」をダウンロー

ドし、必要事項を入力して E-mail で下記へ送信すること。 

〈送信先〉 

男子の部 （ 山田 茂 ）   E-mail nbba.u18.men@gmail.com 

女子の部 （ 山田洋宜 ）   E-mail nbba.u18.girl@gmail.com 
 ※各地区担当者 

① 新潟地区    担当者：小田部高弘 

② 上越佐渡地区  担当者：大脇  巧 

③ 中越地区    担当者：宮腰 友行 

④ 下越地区    担当者：斎藤 康高 

(3) 締切期日 2020 年 7 月 31 日（金）17:00 必着（E-mail で行う） 

＊申込期限を超えた場合は受け付けない。 

(4) 送信した「参加申込書」を各地区代表者会議に持参すること。 

19. プログラム原稿 (1) プログラムに掲載するチーム集合写真を締切期日までに E-mail で下記へ送

信すること。 

〈送信先〉 

男子の部    E-mail nbba.u18.men@gmail.com 

女子の部    E-mail nbba.u18.girl@gmail.com 

(2) 締切期日 2020 年 8 月 20 日(木) 17:00 必着（E-mail で行う） 
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20. 参 加 料 (1) １チーム     10,000 円 

(2) 上記金額を下記振込先金融機関に送金すること。 

〈振込先〉 

① 口座名義 一般財団法人 新潟県バスケットボール協会 

② 金融機関 北越銀行 関屋支店 

③ 口座番号 普通 ２０３６１５３ 

(3) 振込依頼人は参加チーム名（種別）とし、振込手数料は参加チームが負担す

る。 

例：ニイガタ （ダンシ・ジョシ・ダンジョ） 

(4) 大会参加料の領収書は、振込時の領収書とする。 

(5) 2020 年 7月 31 日(金) までに振り込むこと。 

21. ユニフォーム (1) 0,00,1～99 までの番号を使用する。 

22. 表 彰 (1) 表彰対象は、リーグ戦の結果にて行う。 

(2) 各地区のＡリーグ優勝チームには優勝カップを授与する。 

(3) 顕著な活動をし、大会審判委員会から推薦されたＪＢＡ Ｕ１８審判員を表

彰する。 

23. 資 格 (1) 各地区のリーグ戦結果を秋季地区大会のシードチームとして組合せに反映さ

せる 

① シード数は各地区で検討し決定する。 

② 入れ替え戦及びＰＯの実施方法については各地区で別に定める。 

(2) 高体連主催大会への参加資格がないチームがシード権を得た場合は下位ラン

キングチームを繰り上げてシード権を与える。 

24. そ の 他 (1) 参加選手はあらかじめ健康診断を受け、各チームにて傷害保険・損害賠償保

険に加入することが望ましい。 

(2) 引率責任者は部活動顧問またはコーチライセンス保持者とする。 

(3) チームに登録しているすべての選手を登録することができる。 

(4) 同一チームが２チーム参加する場合は、重複して登録することはできない。 

(5) 公共施設での会場施設の申請については、各リーグが責任をもって行う。 

(6) 本大会に規定されていない事項については、ＮＢＢＡ Ｕ１８部会に置いて

協議の上決定する。 

(7) プログラムを１部 500 円で販売する。（出場チームに 10 部配付） 

(8) コロナに関する大会運営ガイドラインにつきましては、組み合わせ発送時に

お知らせいたします。大会開催判断については８月３１日（月）に 

（一財）新潟県バスケットボール協会にて行います。また、開催期間中に 

コロナ感染症の状況によっては中止の判断をすることがあります。 

25. 代表者会議 (1) 各リーグ会議案内は各地区リーグ総務委員（担当者）から送付される。 

(2) 代表者会議がある場合に出席できない場合は、必ず代理人が出席する。 

 


